１．自立支援医療について
（１）肝臓の機能障害の追加について
　自立支援医療については、障害者自立支援法施行規則の第６条の１３及び１４において自立支援医療の育成医療及び更生医療が適用される範囲を定めているが、平成２２年４月からこれに肝臓の機能障害を加えるための改正をしたところである。ついては、肝臓の機能障害者が良質かつ適切な医療を受けるよう指定自立支援医療機関の内定（指定）するとともに、肝臓の機能障害の自立支援医療の対象となる肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法を予定している者等に対する周知徹底を図る等、制度が円滑に施行されるよう努められたい。
　なお、障害区分毎に診療報酬明細書の件数等の実績を把握するため、他の障害区分と同様、肝臓の機能障害についても受給者番号等で管理し、実態の把握をお願いする。
（２）精神通院医療の診断書等について
　毎年、申請書に添付している自立支援医療の精神通院医療の診断書等について、概ね、２年に１度の添付で申請が可能とするため、平成２１年３月に障害者自立支援法施行規則の一部を改正し、先般、「自立支援医療費の支給について」（障発０３０３００２号平成１８年３月３日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（以下、通知という。）を改正したところである。ついては、精神通院医療の申請が円滑に行われるよう制度の周知徹底を図られたい。
　また、精神障害者保健福祉手帳の交付の申請と併せて支給認定の申請を行う場合は、手帳の診断書を添付することになり、自立支援医療の診断書についての負担が軽減されることから、精神障害者等に丁寧に説明し、了解を得られた上で、自立支援医療の支給期間を調整するなどの取組をお願いする。
（３）生活保護における自立支援医療の活用に関する協力依頼
　会計検査院より、他の法律に定めのある扶助が優先される生活保護において、障害者自立支援法の自立支援医療の活用が図られていないものが見受けられるとの指摘を受けていることから、生活保護の事務を担当している福祉事務所と更生医療を担当している市町村等と連携し、組織的に取り組むことが求められている。このため、福祉事務所からの自立支援医療に関する照会等に適切に対応するようお願いする。
